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不利益処分に関する処分基準　個票 

生活環境部　保険年金課 

 
不利益処分の内容 資格確認書の返還請求及び資格確認書等の交付

 
根拠法令等及び条項 国民健康保険法第９条第２項、第３項、第４項、第５項

 

処

分

基

準

根拠条項 国民健康保険法第９条第２項、第３項、第４項、第５項

 
参考事項

国民健康保険法第３６条第１項、第５２条第１項、第５２の２第１項、

第５３条第１項、第５４条第１項、第２項、第５４条の２第１項

 
設定等年月日

平成　　年　　月　　日設定 

平成　　年　　月　　日最終変更

 【　基　準　】

 国民健康保険法抜粋 

（届出等）  

第９条 

２　世帯主と同一の世帯に属する全て又は一部の被保険者が第３６条第３項に規定する

電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該世帯主は、厚生労働省

令で定めるところにより、当該世帯主が住所を有する市町村に対し、当該状況にある

被保険者の資格に係る情報として厚生労働省令で定める事項を記載した書面の交付又

は当該事項の電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術

を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものをいう。以下この項から第四項ま

でにおいて同じ。)による提供を求めることができる。この場合において、当該市町村

は、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該書面の交付の求めを行つた

世帯主に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを

行つた世帯主に対しては当該事項を電磁的方法により提供するものとする。 

３　前項の規定により同項の書面の交付を受け、又は電磁的方法により同項の厚生労働

省令で定める事項の提供を受けた世帯主と同一の世帯に属する被保険者は、当該書面

又は当該事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを提示することによ

り、第３６条第３項本文（第５２条第６項、第５２条の２第３項、第５３条第３項及

び第５４条の３第６項において準用する場合を含む。)又は第５４条の２第３項(第５

４条の３第６項において準用する場合を含む。)の確認を受けることができる。 

４　世帯主は、その世帯に属する全て又は一部の被保険者の資格に係る事実の確認のた

め、厚生労働省令で定めるところにより、当該世帯主が住所を有する市町村に対し、

当該事実を記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提

供を求めることができる。この場合において、当該市町村は、厚生労働省令で定める

ところにより、当該書面の交付の求めを行つた世帯主に対しては当該書面を交付する

ものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行つた世帯主に対しては当該書面に記

載すべき事項を電磁的方法により提供するものとする。 

５　世帯主は、その世帯に属する被保険者がその資格を喪失したときは、厚生労働省令

の定めるところにより、速やかに、市町村にその旨を届け出なければならない。 
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 (療養の給付) 

第３６条　市町村及び組合は、被保険者の疾病及び負傷に関しては、次の各号に掲げる

療養の給付を行う。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被

保険者について第５４条の３第１項又は第２項本文の規定の適用を受けている間は、

この限りでない。 

(1)　診察 

(2)　薬剤又は治療材料の支給 

(3)　処置、手術その他の治療 

(4)　居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 

(5)　病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 

(入院時食事療養費) 

第５２条　市町村及び組合は、被保険者(特定長期入院被保険者を除く。)が、自己の選

定する保険医療機関について第三十六条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受

けた食事療養に要した費用について、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員

に対し、入院時食事療養費を支給する。ただし、当該世帯主又は組合員が当該被保険

者について第５４条の３第１項又は第２項本文の規定の適用を受けている間は、この

限りでない。 

(入院時生活療養費) 

第５２条の２　市町村及び組合は、特定長期入院被保険者が、自己の選定する保険医療

機関について第３６条第１項第５号に掲げる療養の給付と併せて受けた生活療養に要

した費用について、当該特定長期入院被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対

し、入院時生活療養費を支給する。ただし、当該世帯主又は組合員が当該特定長期入

院被保険者について第５４条の３第１項又は第２項本文の規定の適用を受けている間

は、この限りでない。 

(保険外併用療養費) 

第５３条　市町村及び組合は、被保険者が自己の選定する保険医療機関等について評価

療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯

主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。

ただし、当該世帯主又は組合員が当該被保険者について第５４条の３第１項又は第２

項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。 

(療養費) 

第５４条　市町村及び組合は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養

費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項及び次項において「療養の給付等」と

いう。)を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の

病院、診療所若しくは薬局その他の者について診療、薬剤の支給若しくは手当を受け

た場合において、市町村又は組合がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等

に代えて、療養費を支給することができる。ただし、当該被保険者の属する世帯の世

帯主又は組合員が当該被保険者について第５４条の３第１項又は第２項本文の規定の

適用を受けている間は、この限りでない。 

２　市町村及び組合は、被保険者が電子資格確認等により被保険者であることの確認を
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 受けないで保険医療機関等について診療又は薬剤の支給を受けた場合において、当該

確認を受けなかつたことが、緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときは、

療養の給付等に代えて、療養費を支給するものとする。ただし、当該被保険者の属す

る世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者について第５４条の３第１項又は第２項本

文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。 

(訪問看護療養費) 

第５４条の２　市町村及び組合は、被保険者が指定訪問看護事業者(健康保険法第８８条

第１項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)について指定訪問看護(同

項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けたときは、当該被保険者の属す

る世帯の世帯主又は組合員に対し、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看

護療養費を支給する。ただし、当該世帯主又は組合員が当該被保険者について第５４

条の３第１項又は第２項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。 

 

 


